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研究成果の概要（和文）：  経済のグロバール化が進む中で、社会的排除や貧困に対応するための生活保障に関する学
際的研究が求められてきた。そこで本研究プロジェクトでは、社会政策学・法学（憲法学・社会保障法）・国際政治学
を専攻する6人の研究者が、それぞれの分野から 比較立法論的・学際的な研究を遂行した。これらの課題が緊急度を増
していることから、今後できるだけ早期に研究成果を出版することをめざし、日本の社会政策に寄与することを願って
いる。

研究成果の概要（英文）： With economic globalization being accelerated, interdisciplinary study of 
Livelihood Security System has been required for overcoming poverty and social exclusion. Given this 
situation, six members majoring in social policies, law (constitutional law, social security law), and 
international politics collaborated and implemented interdisciplinary studies. Since the urgency of these 
issues has been accelerated, we are currently aiming at publishing our research outcome as soon as 
possible, and we hope our research will contribute to the Japanese social policy.
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１．研究開始当初の背景 
 平成 24年度に本共同研究を開始した際は、

グローバル化の進展に伴い、そのデメリット

として地球規模の経済格差や排他主義、ジェ

ンダー平等へのバックラッシュなどがとく

に重要な克服課題となっていた。そこで平成

20 年度から実施したグローバル COE「グロ

ーバル時代の男女共同参画と多文化共生」拠

点（社会科学分野、東北大学：拠点リーダー

辻村みよ子）の課題をともに追究してきた共

同研究メンバーのうち、経済学・社会政策学、

法学（憲法・社会保障法）、国際政治学を専

攻する 6 名が、上記 GCOE 期間終了後にお

いてもさらに当初の研究課題について継続

的に論究し、学際的な研究成果を得るため、

本プロジェクトを立ち上げた。それぞれの研

究領域・手法の特徴を活かして、社会保障制

度や移民対策等の立法政策を中心に諸国の

状況を比較検討し、学際的・立法政策的に研

究目的を遂行することを目指した。 

 

２．研究の目的 

 グローバル化が進行する中で、地球規模の

相互依存と共通の生活様式、価値体系が生み

出された。しかし反面で、社会的規模での対

立や緊張が深刻化し、偏狭な排他主義が登場

した。例えば、民族紛争や移民への暴力、経

済格差の拡大、ジェンダー平等へのバックラ

ッシュ、人身取引、福祉に関する世代間対立、

ドメスティック・ヴァイオレンスなど、種々

の現象が認められる。そこで、これらの背景

や理論的課題を明らかにし、「共生」社会構

築のために必要な社会制度、とくに社会保障

制度に関する比較制度論・立法政策論を、社

会政策学・法学（憲法・社会保障法）・国際

政治学の立場から学際的・国際的視点にたっ

て解明することを目的とする。 

 

３．研究の方法 

 共同研究者の研究領域が、経済学・社会政

策学、法学、国際政治学のように広い範囲に

わたっていること、さらに、各研究者の主た

る研究対象国が、ドイツ、フランス、アメリ

カ、北欧諸国、アジア諸国などにまたがって

いることから、学際的かつ国際的な比較制度

論的・立法政策論的な研究方法を採用する。

そのため、各研究者の個別の調査・研究の成

果をもとに相互に議論し、共同研究の成果を

出版することを最終的な目標として取り組

むことにする。 

 

４．研究成果  

共同研究者それぞれの研究成果は、著書や

論文に示されており、とくに、社会政策学か

らの成果である大沢真理の単著『生活保障の

ガバナンス』有斐閣（2013 年）は、昭和女子

大学女性文化研究賞（坂東眞理子基金、2014

年度）を受賞して成果を上げた。 

大沢真理は、韓国・タイ・カナダ・ドイツ・

イタリアなど多くの国で国際学会等の基調

講演等を行い、東アジア諸国の社会保障制度

の比較検討や民主的ガバナンス論との接合

という研究課題について、多くの重要な研究

成果を残した。 

研究代表者である辻村みよ子は、フランス

を中心とする EU 諸国や日本のジェンダー平

等政策を中心に比較研究を行い、ポジティ

ブ・アクションや選挙権の平等を含め、単

著・共著も数多く出版する機会を得た。平成

24 年度は、諸国の生殖補助医療制度とくに代

理懐胎問題について研究し、『代理母問題を

考える』（岩波書店、2012 年）、『生殖補助医

療と法』（共著・日本学術振興財団、2012 年）

を刊行した、また、辻村『人権をめぐる 15

講』（岩波書店、2013 年）、『概説 ジェンダ

ーと法』（信山社、2013 年）などのテキスト

において成果を公表した。平成 25・26 年度

は、フランスでの調査をもとにフランスと日

本の家族政策の研究を進め、女性法律家協会

主催連続シンポジウム「憲法と家族」での基



調講演等を行ったほか、研究成果を単著『憲

法と家族』（日本加除出版、2015 年刊行予定）

として刊行の予定である。 

研究分担者の嵩さやかも、社会保障（とく

に社会保険）の理念的基礎となる「連帯」や

社会正義の観念についてフランス法の議論

を検討するとともに、日本の社会保障制度と

私法秩序について理論的な研究を行った。成

果の一部は、菊池編『社会保険の法原理』（共

著、法律文化社、2012 年）や、嵩「社会保障

法と私法秩序」『社会保障法研究』第3号（2014

年）、同「補足性原則の諸相」『社会保障研究』

第 50 巻 4号（2015 年）などとして公表した。 

研究分担者の戸澤英典は、EU の社会制度と

政策の研究を担当し、EU 諸国への海外調査を

行って EU の社会政策等を比較研究した。と

くに、EU 各国の移民政策の傾向の変化を精査

し、ドイツの「ザラツィン論争」を巻き起こ

した移民に関する一大論争がユーロ危機に

おける同国の影響録の増大と相まって、いか

なる影響を及ぼすかについて継続的な研究

を行った。また 2014 年 5 月のヨーロッパ議

会選挙の結果等の検討を踏まえ、バローゾ欧

州委員会での社会政策の変容を振り返って

今後の政策オプションを検討した。 

研究分担者の佐々木弘通は、平成 24 年度

はアメリカの憲法理論を中心に「市民」概念

を社会保障制度との関係で考察した。平成

25・26 年度は、国民皆保険制度を 5 対 4 で

合憲とした 2012 年アメリカ最高裁判決を中

心にしたアメリカ法研究を行った。これに関

するアメリカ学説を研究した結果、同制度に

対する賛否が、広く＜個人の自由＞や＜国家

の役割＞をどう理解するかという立憲主義

観に根ざすことを究明した。また、これらの

検討によって、国民が、多様な「市民」の中

に共通性を見出しうるかが、制度存立の鍵で

あることが判明した。市民の権利に関する研

究の一部は、佐々木「公の集会施設における

『集会の自由』保障・考」高橋和之先生古稀

記念『現代立憲主義の諸相〈下〉』有斐閣（2013

年）等で公表した。 

研究分担者の中林暁生は、アメリカにおけ

るアファーマティブ・アクションに関する研

究を規制と給付の二分論の研究と関連付け

ながら遂行した。成果として、中林「規制と

給付的作用とアファーマティブ・アクション

との関係についての覚書」法学（東北大学）

77 巻 6 号（2014 年）で公表したほか、憲法

理論研究会で学会報告を行った。 

本研究メンバーの成果は上記のように多

様な形で公表されてきたが、本共同研究自体

の成果として、なるべく早期に共著として公

表することを予定している。 
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